
a 要介護1  721単位  b 要介護1  707単位  

b 要介護2  792単位  c 要介護2  778単位  

c 要介護3  862単位  d 要介護3  848単位  

d 要介護4  933単位  e 要介護4  919単位  

e 要介護5  993単位  f 要介護5  979単位  

（コ 併設型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅱ）  

a 要介護1  721単位  

に）併設型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  526単位  

b 要介護1  707単位  

b 要介護2  792単位  c 要介護2  778単位  

c 要介護3  862単位  d 要介護3  848単位  

d 要介護4  933単位  e 要介護4  919単位  e㈲ 993単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  

すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業  
所（指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所  
生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条第2項の規定の適用を  

受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。）にお  

いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に規  

定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合  
に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に  

相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若し  

くは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  

場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない  

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算  

定する。   

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1  
名以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第1  

21条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又  
は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護  
事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受  

f㈲ 979単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  

すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業  
所（指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所  
生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条第2項の規定の適用を  

受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。）にお  

いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に規  

定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合  
に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に  

相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若し  

くは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  

場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない  

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算  

定する。   

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1  
名以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第1  

21条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又  
は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護  
事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受  
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ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第  
20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）又は指定居宅  
サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は  

入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。）が100を超え  

る指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員  
の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、  
理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法  
（指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法を  

いう。特定施設入居者生活介護真の注2において同じ。）で利用  

者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知  
事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につ  
き12単位を所定単位数に加算する。   

ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第   

20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）又は指定居宅   
サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は   
入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。）が100を超え   

る指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員   
の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、   

理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法   

（指定居宅サtビス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法を   
いう。特定施設入居者生活介護費の注2において同じ。）で利用   

者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知   

事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につ   

き12単位を所定単位数に加算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、  

当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数  
を所定単位数に加算する。  （1）御 4単位  

（2）看護体制加算（Ⅱ）  8単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

1 看護体制加算（Ⅰ）  

常勤の看護師を1名以上配置していること。   

旦 看護体制加算（Ⅱ）  

イ 看護職員を常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増  
すごとに1名以上配置していること。  

ロ 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病  
院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携  

により、24時間の連絡体制を確保していること。  

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、  
当該施設基準に掲げる区分に従い、 1日につき次に掲げる単位数  
を所定単位数に加算する。  

川御 13単位  

（2）夜勤職員配置加算（Ⅱ）  18単位  
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※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。  

1 夜勤職員配置加算（Ⅰ）  

イ 短期入所生活介護費を算定していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す  

る基準に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職負の数に1を  
加えた数以上の数の介護職員又は看護職員を配置しているこ  

と。   

2 夜勤職員配置加算（Ⅱ）  

イ ユニット型短期入所生活介護責を算定していること。  

口 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す  

る基準に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を  
加えた数以上の数の介護職員又は看護職員を配置しているこ  
と。  

6㈲勒・心理症状が認められるため、在宅での  
生活が困難であり、舅嘩舌介護を利用すること  
が適当であると判断した者に対し、閲舌介護を行っ   

た場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1   
日につき200単位を所定単位数に加算する。  

7 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年  
短期入所生活介護を行った場合には  性認知症利用者に対して指定   

若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位  
数に加算する。ただし、注6を算定している場合は算定しない㌧  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

邑 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと   
が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生   

活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所   

定単位数に加算する。  

9 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護  

生 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと   

が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生   

活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所   
定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護  
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責又は併設型短期入所生活介護責を支給する場合は、それぞれ、   
単独型短期入所生活介護責（Ⅱ）又は併設型短期入所生活介護費  
（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判  

断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用  

する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の  
必要があると医師が判断した者  

竣 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定   
短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、   
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成1   

2年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数   

表（以下「指定施設サービス等介護給付責単位数表」という。）   

の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サ   

ービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があっ   
たものとみなす。  

u 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて   
いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所   

生活介護については、短期入所生活介護責は、算定しない。   

費又は併設型短期入所生活介護責を支給する場合は、それぞれ、   
単独型短期入所生活介護責（Ⅱ）又は併設型短期入所生活介護責   

（Ⅱ）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判  

断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用  
する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の  
必要があると医師が判断した者   

旦 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定  

短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、  
指定施設サービス等に要する責用の額の算定に関する基準（平成1  

2年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付責単位数  

表（以下「指定施設サービス等介護給付責単位数表」という。）  

の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サ  
ービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があっ  
たものとみなす。   

ヱ 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて  

いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所  
生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。  

ハ 栄養管理体制加算  
12単位  

10単位  

川 管理栄養士配置加算  
（2）栄養士配置加算  

注1 日lこついては、次lこ掲げるいずれの基準にも適合するものと   

して都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所につい   

て、一1日につき所定単位数を加算する。   

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   
口碑舌  

介護事業所であるこL  
2（2）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとし  

け出た指定短期入所生活介護事業所について  て都道府県知事に届   

1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、  

管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 栄養士を1名以上配置していること。  
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ロ 丹＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する手旨定短期人前封舌  

介護事業所であるこL  
三 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所生活介護事業所において行われていること。  

n 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介  
護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所生活介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。  

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提   
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓   

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特   
別な場合の検査食  

杢 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県  

知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者（別に厚  
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所生活介護  
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

へ 在宅中重度加算   

川・問 10単位  

（2）在宅中重度者受入加算   

注1叫合しているものとして都  
道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所にm  
目につき所定単位数を加算する。  

イ 常勤の看護師を1名以上配置し、看護lこ係る責任者を定めて  
いること。ただし、常勤の看護師については、平成20年3月引  

日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りることと  
すること。  

主 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県  
知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者（別に厚  
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所生活介護  
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

ホ 在宅中重度者受入加算   

注 指定短期入所生活介護事業所lこおいて、当該利用者が利用して  
いた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理  

等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞ  

れ所定単位数を加算する。   イ即（Ⅱ）  
を算定していない場合に限る。） 421単位  

口 看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合（看護体制加算（Ⅰ）   

を算定していない場合に限る。）  を算定していない場合に限る。） 417単位  

ハ 看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいずれも算定している場合  
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口働若しくは診療所≡若しくは訪問看護   

ステーションとの連携により、瑚舌介護を受ける   

利用者に対して、24時間連絡体制を確保し、かつ、必要lこ応じ   

て健康上の管理等を行う体制を確保しているこL  
2㈱舌介護事業所lこおいて、当該   
利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利   

用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げ   

る区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。   
イ凋 415単位   

口（1）の夜間看護体制加算を算定していない場合   425単位  

二 看護体制加算を算定していない場合  

ヘ サービス提供体制強化加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都道府   

県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、㈱こ対し、   
指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従   

い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲   
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ  
の他の加算は算定しない。  

川 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、  
介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定短期入所生活介護事業所の看護・介護職員の総数の  
うち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   
○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該指定短期入所生活介護事業所の指定短期入所生活介護を  

利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の  
者の占める割合が100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
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9 短期入所療養介護責   

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護責   

（1）介護老人保健施設短期入所療養介護責  

（－）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  
l 経過的要介護  

9 短期入所療養介護責   

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費   

（1）介護老人保健施設短期入所療養介護費  

（－）介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）  

l 要介護1  

558単位  

ii要介護1  732単位  746単位  

iii要介護2  781単位  ii要介護2  795単位  

iv 要介護3  834単位  ‖i㈲ 848単位  

山 要介護4  902単位  V 要介護4  888単位  

Vi要介護5  941単位  V 要介護5  955単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  617単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）   

I 要介護1  845単位  ii要介護1  831単位  

lii要介護2  880単位  ii要介護2  894単位  

iv 要介護3  933単位  ii㈲ 947単位  

V 要介護4  1，001単位  V 要介護4  987単位  

Vi要介護5  1，040単位  V 要介護5  1，054単位  

仁）介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）   

l 経過的要介護  558単位  

（二）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  767単位  ii要介護1  732単位  

iii要介護2  837単位  ii要介護2  850単位  

iv 要介護3  890単位  】ii要介護3  965単位  

iv 要介護4  1，041単位  V 要介護4  944単位  

Vi要介護5  997単位  V 要介護5  1，117単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

】 経過的要介護  617単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  866単位  ii要介護1  831単位  

iii要介護2  936単位  ii要介護2  949単位  

iv 要介護3  989単位  ‖i㈲ 1，064単位  

山 要介護4  1，140単位  V 要介護4  1，043単位  

Vi要介護5  1．096単位  V 要介護5  1，216単位  

（ヨ 介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）  （ヨ 介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）   
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介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

i経過的要介護  5早8単位  

ii要介護1  732単位  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

l 要介護1  767単位  

a  

iii要介護2  810単位  ii要介護2  844単位  

iv 要介護3  863単位  ii㈲ 単位  

V 要介護4  1．014単位  ∨ 要介護4  917単位  

∨重 要介護5  970単位  V 要介護5  1，090単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  617単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  866単位  ii要介護1  831単位  

iii要介護2  909単位  ii要介護2  943単位  

iv 要介護3  962単位  ‖㈲ 1，037単位  

iv 要介護4  1，113単位  V 要介護4  1．016単位  

Vi要介護5  1，069単位  V 要介護5  1，189単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責   

卜）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護貴（i）  
l 経過的要介護  624単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費  

（－）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）  

l 要介護1  848単位  ii要介護1  834単位  

lii要介護2  883単位  ii 要介護2  897単位  

iv 要介護3  936単位  jii要介護3  950単位  

∨ 要介護4  990単位  iv 要介護4  1．004単位  

Vi要介護5  1．043単位  ∨ 要介護5  1，057単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  624単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  848単位  ii 要介護1  834単位  

iii要介護2  883単位  ii要介護2  897単位  

iv 要介護3  936単位  jii要介護3  950単位  

∨ 要介護4  990単位  iv 要介護4  1，004単位  

Vi要介護5  1．043単位  ∨ 要介護5  1．057単位  

亡）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  624単位   

ii要介護1  834単位   

iii要介護2  939単位  

（コ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  i㈲ 928単位   

ii要介護2  1，011単位   
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ii  1，126単位  iv㈲ 1，202単位  V㈲ 1，278単位  1，278単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）   

iv㈲ 992単位 992単位   

∨㈲ 1，046単位   Vi㈲ 1，099単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

6超4単位   

幻4単位   

狙9単位   

…単位  

1，046単位  

1，099単位  

l 経過的要介護  

ii 要介護1  

姐 

吐 

∨㈲  

扇 要介護5  

928単位  

1，011単位  

1，126単位  

1，202単位  

1，278単位  

i 要介護1  

ii要介護2  

i‖ 要介護3  

心 要介護4  

V 要介護5  

（ヨ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）   

（ヨ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）   

6ゼ4単位   

834単位   

馴2単位  

！帽5単位  

LO19単位  

1，072単位  

i 経過的要介護  
ii要介護1  

iii要介護2  
付 要介護3  
v 要介護4  
扇 要介護5  

928単位  

1．005単位  

1」19単位  

1，195単位  

1，271単位  

＝い  

犯8単位  

＝）05単位  

1．119単位  

＝95単位  

1，271単位  

防0単位   

㈹0単位  

1，250単位  

⊥j 
きj 

iii要分量旦   

せ V㈲  
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責  

⊥ 

i 

．． iv㈲  V㈲  
（3）特定介護老人保健施設短期入所療養介護費  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）  

624単位  

834単位  

912単位  

弼5単位  

LO19単位  

tO72単位  

（1日につき）  

760単位  

⊥ 

j 
iii要介謹呈   

吐 

∨㈲  Vi㈲  
（3）特定介護老人保健施設短期入所療養介護貴  

（－）3時間以上4時間禾満  

口 4時間以上6時間未満  
E）6時間以上8時間未満  

注1（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  

合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居  
宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護  

事業所をいう。以下同じ。）において、指定短期入所療養介護   

注1（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居  
宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護  
事業所をいう。以下同じ。）において、指定短期入所療養介護  
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（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介  

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ   

る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、   
利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   

する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   
満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を   

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、   
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生   
労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が   

定めるところにより算定する。  
2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、   

かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に   
関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老   
人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用   
者（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、日中  

（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介  

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  

る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、  
利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定  

する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を  
満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を  

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、  
理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定   

める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ   
により算定する。  

2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、   

かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に   

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老   
人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用   
者（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、日中   
のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を算   
定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準   
を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、   
理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定  

現に要した時間  のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、   

ではなく、短期入所療養介護計画（指定居宅サービス基準第1椚  

条第1項‖こ規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。）  
に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要す  
る標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当  
該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、  
所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利  

める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ  
により算定する。  

理学療法士、作業療  用者の数又は医師、看護職員、介護職員、   

法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基  
準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより  

算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する   
基準の内容は以下のとおり。  

（十介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定すべき指定   

短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  

（略）   

こ： 介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）を算定すべき指定  

短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  

ただし、次に   a 宮に掲げる基準に該当するものであること  
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掲げる要件のいずれにも適合している場合は、夜勤を行う看  
護職員又は介護職員の数が1以上でよい畏。  

11又は2の病棟を肯する病院（医療法（昭和23年法律第2  
05号）第  1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。）  

が介護老人保健施設基準附則第13条に規定する転換（以下  
「転換」という。）を行って開設した介護老人保健施設で  

あること。（1の病棟の一部のみが介護老人保健施設lこ転  

換した場合に限るJ   ii㈲数が1以上  
である一般病床若しくは療養病床を有する診療所（医療法  第1条卿）  
に併設する介護老人保健施設であるこL   

iii併設する病院又は一般病床≡若しくは療養病床を有する診  

療所の入院患者、指定短期入所療養介護の利用者の数及び  
当該介護老人保健施設の入所者の数の合計が120以下である  

こと。   

b 夜勤を行う看護職員の数が利用者等の数を41で除して得た  
数以上であること。  

（三）介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）を算定すべき指定   

短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準   

a 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が2以上であること。  

ただし、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっ  

ては、1以上でよいこと。   

b 看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステ  
ーションとの連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整  

備し、かつ、必要に応じて診療の補助を行う体制を整備して  

いること。   

C aの規定lこ力、カ、わらず、病院が転換した介護老人保健施設  

であって、次に掲げる要件のいずれにも適合しているものに  
ついては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないこと  
ができる。  

11又は2の病棟を有する病院が転換を行って開設した介   

護老人保健施設であること（1の病棟の一部のみが介護老   
人保健施設に転換を行って開設した場合に限る。L  

ii病院に併設する介護老人保健施設であること。   
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3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職  

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に  

届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配  

置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基   

準の内容は以下のとおり。  

○ 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次のとおりであること   

イ 指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設  

の入所者の数（以下この号において「利用者等の数」という。）  

が41以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が20又は  

その端数を増すごとに1以上であり、かつ、2を超えていること   

ロ 利用者等の数が40以下の介護老人保健施設にあっては、利用者  

等の数が20又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、1を  

超えていること。  

【ユニット型においても同様の基準】  

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  
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道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ  

テーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位  

数に加算する。  

道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ  
テーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位  

数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

イ 常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1人以上配  
置していること。   

ロ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する  

基準（平成11年厚生省令第40号）第2条第1項第5号に定める理  

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置していること。   
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法（介護  

老人保健施設基準第2条第3項に規定する常勤換算方法をい  
う。）で入所者の数を50で除した数以上配置していること。   

ニ 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が  
共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、  
当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法士、作業療法  

士又は言語聴覚士が理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適  
切に行う体制にあること。  

6 指定短期入所療養介護事業所の理学療法士、作業療法士又は  
言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リ  

ハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単  

位数に加算する。  

ヱ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし   
て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生   

活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること   

から介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療   
養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算   
する。  

8（1）及び（2）について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め  

旦 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし   

て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生   
活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること   

から介護を必要とする認知症（法第8条第16項に規定する認知   

症をいう。以下同じ。）の利用者に対して指定短期入所療養介   

護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所  

療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指  
定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起  

算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加  

算する。  
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、  
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、若年性認知症利用者受入加算として、（1）及び（2）につい  

ては1日につき120単位を、（3）については1日につき60単位を所  

定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は算定  
しない。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

竣 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき柑4単   
位を所定単位数に加算する。  

u 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期   

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所   
療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）、   

介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）の介護老人保健施設   

短期入所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費川）を算定す   

る。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

埋 指定施設サービス等介護給付責単位数表の規定により、注1   
及び蓮ユの規定による届出に相当する介護保健施設サービスに   

係る届出があったときは、注1及び星ヱの規定による届出があ   
ったものとみなす。  

13 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

ヱ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期   

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所   
療養介護責（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）、   

介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）の介護老人保健施設   

短期入所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）の介護老人保健施設短期入所療養介護責川）を算定す   

る。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付責単位数表の規定により、注1   

及び蓮旦の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに   
係る届出があったときは、注1及び星旦の規定による届出があ   
ったものとみなす。  

9 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け  
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